
 

研修単位等の認定に必要な情報の士業団体への提供について 

（公認会計士及び税理士のみ） 

 

１ 概要 

当委員会が実施する登録時研修及び新制度研修（以下「各種研修」という。）は、公

認会計士にあっては（集合研修に限り）日本公認会計士協会が会員に対して義務づけ

ている CPD（継続的専門能力開発）の集合研修の科目の一つとして、また、税理士に

あっては日本税理士会連合会が後援する研修の一つとして、それぞれ認められている

ところです。 

当委員会では、当委員会が実施する各種研修について、受講者の同意に基づき日本

公認会計士協会においては研修単位の認定に必要な情報を当委員会から同協会に提

供することで、受講者が同協会に研修単位の認定を申請することなしに、受講者の研

修単位として認定していただくことも可能です。 

また、日本税理士会連合会においては当委員会から同連合会への受講者報告をもっ

て研修受講時間への算入が可能となります。 

 

２ 同意方法 

    各種研修の申込フォームの同意欄に、必要事項を記入します。 

   （記入例は、以下のとおりです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 注意事項 

 （１）同意は、当該申込フォームによってお申込みされた研修のみ有効です。次年度等の

研修においても引続き同意される場合には、当該次年度等の研修の申込においても同

意するを選択してお申込みください。 

 （２）公認会計士にあっては、集合研修に限り、本制度が利用可能です。リモート研修及

び個別研修を受講される場合は、引き続き、自己学習として受講者からの自己申告に

より日本公認会計士協会へ申請することが必要です。 

 
［問い合わせ先］ 

総務省政治資金適正化委員会事務局 

〒100-8926 東京都千代田区霞が関２－１－２中央合同庁舎第２号館９階 

 電 話： ０３－５２５３－５５９８（直通） 

 E m a i l：tekiseikai-jimukyoku@soumu.go.jp 

②同意する場合、士業とし

ての登録番号を記入して

ください。 

①同意する場合、同意する

を選択してください。 
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